
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
納

税
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。）

　

普
通
徴
収
の
方
は
、
４
月
に
通
知
し
た

仮
算
定
税
額
（
第
１
期
・
第
２
期
分
）
を

差
し
引
い
た
税
額
を
、
第
３
〜
８
期
の
６

回
に
分
け
て
収
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

　

平
成
20
年
10
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。対
象
は
、

世
帯
主
の
方
を
含
め
、国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
全
員
が
65
歳
か
ら
74
歳

ま
で
の
世
帯
で
す
。
本
年
度
中
に
75
歳
に

な
る
方
と
、滞
納
が
な
く
、口
座
振
替
に
よ

る
納
付
を
継
続
し
て
い
る
方
で
、今
後
も

確
実
な
納
付
が
見
込
め
る
方
を
除
い
て
、

世
帯
主
の
方
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、年
金
の
額
が
年
間
18
万
円
未

満
ま
た
は
介
護
保
険
料
と
国
保
税
を
合
わ

せ
た
天
引
額
が
年
金
の
２
分
の
１
を
超
え

る
場
合
は
、普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
で
な
い
方
で
も
、
過

去
２
年
間
未
納
が
な
い
場
合
、
口
座
振
替

の
申
し
込
み
と
併
せ
て
普
通
徴
収
を
お
申
し

込
み
い
た
だ
け
ば
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

■
国
保
税
の
軽
減
・
減
免
制
度

　

所
得
が
低
い
方
の
た
め
に
、
国
保
税

の
負
担
を
軽
く
す

る
軽
減
制
度
が
あ

り
ま
す
。
世
帯
主

と
国
保
加
入
者
の

所
得
に
よ
り
、
７

割
・
５
割
・
２
割

の
３
種
類
の
軽
減

が
あ
り
、
均
等
割

と
平
等
割
の
部
分

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
独
自

で
１
割
ま
た
は
２

割
の
減
免
を
行
い

ま
す
。
対
象
の
方

は
申
請
が
必
要
で

す
。
該
当
す
る
方

に
は
通
知
し
ま
す

問
題
は
適
切
な
債
務
整
理
を
行
う
こ
と
で

必
ず
解
決
で
き
ま
す
。
借
金
が
少
な
く
な

っ
た
り
す
る
ほ
か
、
過
払
金
が
返
っ
て
く

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
９
月
26
日
（
金
）
午
前
10
時
〜

午
後
４
時　

▼
場
所
＝
市
役
所
６
０
０
会

議
室
（
南
庁
舎
６
階
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９　

23
局
０
１
８
０

の
で
、
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
国
保
税
の
激
変
緩
和
制
度

❶
国
保
か
ら
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療

保
険
に
加
入
し
た
方
が
い
る
世
帯

　

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
で
、
長
寿

（
後
期
高
齢
者
）
医
療
保
険
に
加
入
し
た

方
（
旧
国
保
被
保
険
者
）
が
い
る
場
合
の

軽
減
は
、
５
年
間
旧
国
保
被
保
険
者
が
国

保
に
加
入
し
て
い
る
も
の
と
し
て
判
定
し

ま
す
。
ま
た
、
国
保
に
残
っ
た
方
が
一
人

だ
け
の
場
合
、
平
等
割
額
を
５
年
間
半
額

と
し
ま
す
。

❷
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
が
国
保
に
加

入
し
た
世
帯

　

社
会
保
険
な
ど
被
用
者
保
険
の
加
入
者

が
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
保
険
に
加

入
し
た
た
め
、
被
扶
養
者
の
方
（
旧
被
扶

養
者
）
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
、
２
年
間
そ
の
方
に
か
か
る
所
得
割
・

資
産
割
を
賦
課
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
７

割
・
５
割
軽
減
に
該
当
し
な
い
場
合
、
そ

の
方
に
か
か
る
均
等
割
額
を
半
額
と
し
、

さ
ら
に
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
旧
被

扶
養
者
の
方
の
み
の
場
合
は
、
平
等
割
額

を
半
額
と
し
ま
す
。

　

田
原
市
で
は
、
多
重
債
務
で
お
困
り
の

方
を
対
象
に
、「
弁
護
士
に
よ
る
多
重
債

務
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
多
重
債
務

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
６
月
27
日
、
ア
イ
シ
ン
・
エ
ィ
・
ダ
ブ

リ
ュ
株
式
会
社　

田
原
工
場
様
か
ら
、
社

会
福
祉
の
た
め
金
12
万
６
０
７
９
円
。

ふるさと寄付金ふるさと寄付金
　次の方々から「ふるさと寄付金」を
いただきました。ご厚意に感謝します。

▼６月20日、匿名希望の方から金７万
円。

▼６月27日、関志乃武様（神戸町）か
ら金20万２０００円。

納期月 ４月 ６月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月
平
成
20
年
度

普通
徴収 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

特別
徴収 （１期）（２期）（３期） ４期 ５期 ６期

種別 軽減基準（世帯の総所得金額） 軽減内容

７割軽減 加入者と旧国保被保険者の所得合計が
33万円以下

均等割額と平
等割額の７割

５割軽減 33万円＋（24万5000円×世帯主以外の
加入者数と旧国保被保険者数の合計）以下

均等割額と平
等割額の５割

２割軽減 33万円＋（35万円×加入者数と旧国保被
保険者数の合計）以下

均等割額と平
等割額の２割

種別 減免基準 減免内容

１割減免 ７割・５割・２割軽減該当で、均等割と平等
割のみ課税される方

均等割額と平
等割額の１割

２割減免 ７割・５割・２割軽減非該当で、均等割と平
等割のみ課税される方

均等割額と平
等割額の２割

 

国
保
税
な
ど

 　

市
税
の
支
払
い
で
お
困
り
の
方
へ
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■国保税（普通徴収・特別徴収）の納期

■国民健康保険税の軽減

■国民健康保険税の減免


